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長　　　第　　　号　　
年　　　月　　　日　　

住　　所
氏　　名　　　　　　　　　様

長門市長　　　　　　　印　

除外登録決定通知書

　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった除外申請について、長門市自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関する要綱第5条の規定に基づき、募集対象者情報の提供から除外することが決定しました。

（除外決定対象者）
	氏　　　名
	

	生年月日
	　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

	住　　　所
	



　なお、上記の除外登録は、次に掲げる事由があった場合、除外対象者を除外申請登録者名簿から削除します。

（１）除外対象者が本市から転出したとき。転入確定通知がない場合にあっては、転出届の転出異動日をもって転出したものとみなします。
（２）除外対象者が死亡し、又は失そう宣告を受けたとき。
（３）除外対象者の住所が判明せず、住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292条）第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
（４）前各号のほか、第３条に規定する除外申請の対象者でなくなったとき。
（５）その他市長が特に対象者を除外申請登録者名簿から削除する必要があると認めたとき。
